
平
成
十
六
年
二
月

　
　
 
航
空
業
務
に
関
す
る
日
本
国
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定

　
　
 
の
説
明
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外　
　

務　
　

省



　
　
　
　
　

目　
　
　

次

 
ペ
ー
ジ

一　

概
説
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一

　

１　

協
定
の
成
立
経
緯
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一

　

２　

協
定
締
結
の
意
義
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

一

　

３　

他
の
国
際
約
束
と
の
関
係
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二

二　

協
定
の
主
要
な
内
容
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二

　

１　

両
国
の
航
空
企
業
が
享
有
す
る
特
権
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二

　

２　

協
定
業
務
の
開
設
及
び
運
営
の
た
め
の
手
続
及
び
条
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

二

　

３　

協
定
業
務
の
運
営
に
関
す
る
原
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三

　

４　

運
賃
の
決
定
手
続
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三

　

５　

民
間
航
空
の
安
全
の
保
護
の
た
め
の
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三

　

６　

航
空
の
安
全
の
た
め
の
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

三

　

７　

付
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四

　

８　

交
換
公
文
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四

三　

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…　

四



一　

概
説

　

１　

協
定
の
成
立
経
緯

　
　
　

我
が
国
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
の
定
期
航
空
路
開
設
に
関
し
て
は
、
従
来
よ
り
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
希
望
が
表
明
さ
れ
て
い
た
が
、
我
が
方
と

し
て
は
、
定
期
航
空
路
開
設
の
た
め
の
航
空
運
輸
需
要
が
不
十
分
な
こ
と
等
の
理
由
か
ら
こ
れ
に
応
じ
得
る
状
況
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、

両
国
の
関
係
が
緊
密
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
の
定
期
航
空
路
線
の
開
設
に
よ
り
同
国
と
の
間
の
関

係
が
更
に
一
層
強
化
さ
れ
る
と
の
認
識
の
下
、
航
空
協
定
締
結
交
渉
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
右
交
渉
は
、
平
成
十
五
年
四
月
に
行
わ
れ
、
協
定
案
文
に
つ
き

実
質
的
な
合
意
に
達
し
た
。
右
合
意
を
踏
ま
え
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
二
日
に
東
京
に
お
い
て
、
日
本
側
川
口
外
務
大
臣
と
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
サ
フ

ァ
ー
エ
フ
外
務
大
臣
と
の
間
で
こ
の
協
定
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

　

２　

協
定
締
結
の
意
義

　
　
�
　

こ
の
協
定
は
、
両
国
間
及
び
そ
の
以
遠
に
お
け
る
定
期
航
空
業
務
の
開
設
及
び
運
営
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
両
国
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
指
定
さ
れ
る
航
空
企
業
（
以
下
「
指
定
航
空
企
業
」
と
い
う
。 ） は
、
こ
の
協
定
に
よ
り
両
国
間
の
定
期
航
空
路
を
開
設
し
及
び
運
営
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る
。
具
体
的
路
線
と
し
て
は
、
我
が
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
タ
シ
ケ
ン
ト
及
び
（
又
は
）
後
に
合
意
さ
れ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
内
の
一
地

点
並
び
に
同
地
点
以
遠
の
地
点
へ
の
運
航
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
は
、
東
京
及
び
（
又
は
）
大
阪
へ
の
運
航
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　
　
�
　

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
の
交
通
・
運
輸
の
中
心
で
あ
り
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
、
ブ
ハ
ラ
等
の
観
光
都
市
を
有
す
る
。
我
が
国
は
、
中
央

ア
ジ
ア
の
主
要
国
で
あ
る
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
対
し
、
平
成
三
年
の
独
立
以
来
、
安
定
的
な
国
造
り
へ
の
支
援
を
含
む
積
極
的
な
外
交
活
動
を
行
っ
て
き

て
お
り
、
政
治
、
経
済
、
文
化
等
様
々
な
分
野
に
お
い
て
両
国
間
の
人
的
交
流
が
拡
大
し
て
い
る
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
側
か
ら
は
、
平
成
七
年
よ
り
二
国

間
航
空
協
定
締
結
の
要
望
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
平
成
十
二
年
五
月
の
航
空
当
局
間
協
議
の
結
果
、
平
成
十
三
年
四
月
よ
り
行
政
許
可
に
よ
る
定
期
便
の

運
航
が
開
始
さ
れ
た
。

　
　
　
　

政
府
と
し
て
は
、
良
好
な
二
国
間
関
係
、
こ
れ
ま
で
の
定
期
便
運
航
実
績
に
基
づ
く
十
分
な
需
要
予
測
に
か
ん
が
み
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
と
の
間
で
航

空
協
定
を
締
結
す
る
意
義
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

一



　
　
　
　

こ
の
協
定
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
行
政
許
可
で
は
な
く
、
航
空
協
定
に
基
づ
い
た
法
的
に
安
定
し
た
形
で
両
国
間
の
定
期
航
空
路
線
の
開
設
及

び
運
営
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
通
じ
て
、
両
国
間
の
人
的
、
物
的
交
流
が
大
き
く
促
進
さ
れ
、
日
・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
友
好
関
係
の
広
範
な
分
野
に
お
け

る
一
層
の
強
化
に
資
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

３　

他
の
国
際
約
束
と
の
関
係

　
　
�
　

我
が
国
及
び
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
、
共
に
国
際
民
間
航
空
条
約
の
締
約
国
で
あ
り
、
両
国
間
の
国
際
民
間
航
空
業
務
は
、
航
空
協
定
の
ほ
か
基
本
的
に

同
条
約
に
従
っ
て
運
営
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
�
　

こ
の
協
定
の
実
施
に
関
連
し
、
両
政
府
間
に
お
い
て
公
文
が
交
換
さ
れ
て
お
り
、
両
政
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
法
令
の
範
囲
内
で
相
手
国
の
指
定
航

空
企
業
に
対
し
、
自
国
内
で
の
支
店
の
設
置
、
職
員
の
派
遣
、
交
換
可
能
な
通
貨
に
よ
る
利
益
の
送
金
、
銀
行
勘
定
の
開
設
、
地
上
取
扱
業
務
の
提
供
又

は
委
託
等
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

二　

協
定
の
主
要
な
内
容

　
　

こ
の
協
定
の
内
容
は
、
航
空
の
安
全
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
第
十
四
条
を
除
き
、
我
が
国
が
こ
れ
ま
で
締
結
し
た
航
空
協
定
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で

あ
り
、
そ
の
主
要
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

１　

両
国
の
航
空
企
業
が
享
有
す
る
特
権
等

　
　
�
　

両
国
の
航
空
企
業
は
、
相
手
国
の
領
空
を
無
着
陸
で
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
第
一
の
自
由
）
ほ
か
、
相
手
国
の
領
域
に
給
油
、
整
備

　
　
　

等
、
運
輸
以
外
の
目
的
で
着
陸
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
第
二
の
自
由
）
（
第
四
条
１
）
。

　
　
�
　

両
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、 
付
表
に
定
め
ら
れ
た
路
線
（
以
下 
「
特
定
路
線
」 
と
い
う
。 ） に
お
い
て
、
相
手
国
内
の
地
点
に
着
陸
し
て
定
期
的
に
両
国

間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
第
三
及
び
第
四
の
自
由
）
と
と
も
に
、
定
期
的
に
特
定
路
線
上
の
第
三
国
内
の
地
点
と
相
手
国
内
の

地
点
と
の
間
の
貨
客
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
い
わ
ゆ
る
第
五
の
自
由
）
（
第
四
条
２
）
。

　
　
�
　

指
定
航
空
企
業
は
、
相
手
国
の
空
港
等
の
施
設
の
使
用
料
金
に
つ
き
最
恵
国
待
遇
及
び
内
国
民
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
（
第
五
条
）
と
と
も
に
、
そ
の
航

空
機
が
使
用
す
る
燃
料
、
潤
滑
油
、
部
品
、
航
空
機
貯
蔵
品
等
に
つ
い
て
相
手
国
の
関
税
等
を
免
除
さ
れ
る
（
第
六
条
）
。

　

２　

協
定
業
務
の
開
設
及
び
運
営
の
た
め
の
手
続
及
び
条
件

二



　
　
�
　

特
定
路
線
に
お
け
る
定
期
航
空
業
務
（
以
下
「
協
定
業
務
」
と
い
う
。 ） を
開
始
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
締
約
国
が
、
当
該
路
線
を
運
航
す
る
自
国 

の
航
空
企
業
を
指
定
す
る
。
指
定
航
空
企
業
は
、
相
手
国
か
ら
国
内
法
に
従
っ
て
運
営
許
可
を
受
け
た
後
に
運
航
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三

条
）
。

　
　
�
　

各
締
約
国
は
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
の
実
質
的
な
所
有
及
び
実
効
的
な
支
配
が
相
手
国
又
は
そ
の
国
民
に
属
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
運
営
許
可

を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
が
国
内
法
令
又
は
協
定
を
遵
守
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
の
運

航
を
停
止
さ
せ
又
は
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
七
条
）
。

　

３　

協
定
業
務
の
運
営
に
関
す
る
原
則

　
　
�
　

両
国
の
指
定
航
空
企
業
は
、
両
国
間
の
定
期
航
空
業
務
に
つ
き
公
平
か
つ
均
等
な
機
会
を
与
え
ら
れ
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
八
条
）
と
と
も

に
、
相
手
国
の
企
業
に
不
当
な
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
協
定
業
務
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
九
条
）
。

　
　
�
　

指
定
航
空
企
業
が
提
供
す
る
輸
送
力
は
、
貨
客
輸
送
需
要
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
需
要
の
う
ち
自
国
発
着
の
貨
客
を
運
送

す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、
第
三
及
び
第
四
の
自
由
の
行
使
）
を
主
目
的
と
し
て
輸
送
力
を
供
給
す
る
。
外
国
間
の
貨
客
の
運
送
（
第
五
の
自
由
の
行
使
）

は
、
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
運
送
を
主
目
的
と
し
た
輸
送
力
を
供
給
し
て
業
務
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
第
十
条
）
。

　

４　

運
賃
の
決
定
手
続
（
第
十
一
条
）

　
　
�
　

運
賃
は
、
原
則
と
し
て
関
係
指
定
航
空
企
業
の
間
で
合
意
し
、
合
意
さ
れ
た
運
賃
に
つ
き
両
国
の
航
空
当
局
の
認
可
を
受
け
る
。

　
　
�
　

運
賃
に
つ
い
て
企
業
間
で
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
又
は
一
方
の
航
空
当
局
が
認
可
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
両
国
の
航
空
当
局
間
で
協

議
す
る
が
、
協
議
が
整
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
第
十
六
条
に
規
定
す
る
仲
裁
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

５　

民
間
航
空
の
安
全
の
保
護
の
た
め
の
措
置
（
第
十
三
条
）

　
　
　

両
国
は
、
民
間
航
空
機
、
そ
の
旅
客
及
び
乗
組
員
、
空
港
等
の
安
全
に
対
す
る
不
法
な
行
為
等
を
防
止
し
又
は
終
結
さ
せ
る
た
め
、
保
安
措
置
等
を
講
ず

る
と
と
も
に
相
互
援
助
す
る
等
民
間
航
空
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。

　

６　

航
空
の
安
全
の
た
め
の
措
置
（
第
十
四
条
）

　
　
　

各
締
約
国
は
、
相
手
国
に
対
し
、
相
手
国
の
航
空
施
設
、
乗
組
員
、
航
空
機
及
び
航
空
機
の
運
航
に
関
す
る
安
全
の
標
準
に
つ
い
て
の
協
議
を
要
請
す
る

三



こ
と
が
で
き
、
そ
の
相
手
国
は
、
協
議
の
結
果
、
国
際
標
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
判
明
し
た
場
合
、
国
際
標
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
各
締
約
国
は
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
の
航
空
機
に
対
し
、
自
国
の
領
域
内
に
お
い
て
、
航
空
機
の
関
連
書
類
、
装
備

品
、
乗
組
員
の
免
許
等
を
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

７　

付
表

　
　
　

付
表
は
、
両
国
の
指
定
航
空
企
業
が
運
営
す
る
こ
と
の
で
き
る
定
期
路
線
を
具
体
的
に
定
め
て
い
る
。

　

８　

交
換
公
文

　
　
　

こ
の
協
定
に
関
連
し
、
相
手
国
の
指
定
航
空
企
業
に
よ
る
自
国
内
で
の
支
店
設
置
等
を
相
互
に
認
め
る
公
文
が
交
換
さ
れ
て
い
る
。

三　

協
定
の
実
施
の
た
め
の
国
内
措
置

　
　

こ
の
協
定
の
実
施
は
、
既
存
の
航
空
法
、
関
税
法
等
の
法
令
で
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
新
規
立
法
措
置
を
必
要
と
し
な
い
。 

四


